
  

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

４１０ プロピオン酸系抗炎症薬（適応傷病名と潰瘍治療薬投与中の胃潰瘍

又は十二指腸潰瘍）の算定について 

 

《令和６年１２月２７日》 

 

○ 取扱い 

 

適応傷病名と潰瘍治療薬投与中の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の傷病名がある

患者に対するプロピオン酸系抗炎症薬（ロキソプロフェンナトリウム錠（ロキ

ソニン錠等）又はプラノプロフェン（プラノプロフェンカプセル等））の算定

は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

プロピオン酸系抗炎症薬（ロキソプロフェンナトリウム錠（ロキソニン錠等）

やプラノプロフェン（プラノプロフェンカプセル等））は、プロスタグランジ

ン生合成抑制作用等により、解熱、鎮痛、抗炎症効果を発揮する医薬品である。 

その作用により、胃の血流量が減少し消化性潰瘍が悪化することがあるた

め、消化性潰瘍のある患者には禁忌とされている。一方、潰瘍治療薬（胃酸抑

制及び胃粘膜保護）の作用によって、潰瘍の経過（ステージ分類）は、急性期

以降、治癒過程へ向かうと示されており、胃血流減少による治癒過程への影響

は小さいと考えられることから、適応傷病名に対する解熱、鎮痛、抗炎症目的

で当該医薬品の投与が優先されることが多い。 

以上のことから、適応傷病名と潰瘍治療薬投与中の胃潰瘍又は十二指腸潰

瘍の傷病名がある患者に対するこれらの医薬品の算定は、原則として認めら

れると判断した。 

 

 

  


